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タブレットの利用について 

□■ 生徒・保護者のみなさまへ ■□ 

 

～ ＩＣＴ環境を活用した子供たちの学力の向上と学びの保障について ～ 

 

「ＧＩＧＡスクール構想」の実現と、コロナ禍における子供たちの学びを保障するため、

小中学校の子供たちへ１人１台のタブレットを導入することといたしました。今後の社会は、

より一層ＡＩ化、グローバル化が進展していくことから、ＩＣＴを活用することは必要不可

欠なものとなっています。 

また、新学習指導要領では、「情報活用能力」は、言語能力や問題発見・解決能力ととも

に、学習の基盤となる資質・能力に位置付けられています。タブレット端末の導入により、

学校での本格的なＩＣＴ環境が整備されることから、ＩＣＴを活用した学びの充実を図り、

多様な子供たちを誰一人取り残すことのないよう、個々の能力を引き出しながら社会に大き

く羽ばたいていけるような教育を実現してまいります。 

タブレット端末は、普段の授業だけでなく、校外学習、クラブや部活、家庭での学習や連

絡ツールとして、様々な活用を考えています。子供たちがＩＣＴを正しく理解し、自分の夢

や目標を持ちながら、学習に、学校生活に意欲的に取り組んでいくことができるよう、保護

者の皆様には本手引きに記載のルールなどをご理解いただきますようお願いいたします。 

 

 

機種及び付属品について 

□本 体 Dynabook K50  

□付属品 ACアダプター・充電コード 
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タブレットの利用上の注意事項 

 タブレットは、行田市立長野中学校の敷地内および家庭での学習で活用していただく情報

機器です。タブレットを活用することで学習効果が高められ、さらにモラルも身につきます。 

社会のリーダーとして活躍するためにも「情報を的確に収集・判断し、分かりやすく表現

する力」を習得し、「情報活用能力・表現力」を養ってほしいと思います。そのためにも以

下の事項を遵守してください。 

□ いつでも使えるようにするために、毎日家で充電し学校に持ってくること。 

□ タブレットは学習のツール（道具）として利用してください。 

※授業・学習以外での利用は禁止です。 

□ 先生の許可及び指示なく、タブレットでゲーム・動画・音楽等を利用してはいけません。 

□ パスワード(パスコード)は他人に教えないようにしてください。 

   他人の【ID・パスワード・パスコード】でログインすると証拠が残ります。 

□ 校内では、タブレットを学習のために利用してください。利用時間及び利用内容につい

ては、学校で伝えられた約束を守ってください。 

□ カメラ撮影・動画撮影（スクリーンショットを含む）を行うときは、撮影される人の許

可を得てください。 

□ 他人の所有物を無断で撮影しないでください。 

□ 他人の画像・音声・動画・個人情報（名前、住所等）は、本人の同意にかかわらず送信・

公開してはいけません。 

□ 著作権の侵害に当たる可能性があるため、タブレットの画面をほかの端末で撮影しない

でください。また、学校で配付された資料や学校で撮影した画像・動画をネット上など

に公開してはいけません。 

□ 他人のタブレットに、本人の許可なく触れることを禁止します。    

※ 盗難防止の対策を常に行ってください。盗難にあった場合には、担任へ報告してく

ださい。 
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１ はじめにお読みいただきたいこと 

（１）ネットワーク環境 

行田市では Dynabook K50という Windowsパソコンの機種を選定しました。本校では

校舎内で Wi-Fiによるインターネット接続環境をご提供していますので、Wi-Fiが整備

されている場所であれば、どこでもタブレットが利用できます。 

なお、校内 Wi-Fi、ご家庭で契約している Wi-Fi等、信頼できる Wi-Fi以外でのネッ

トワークへの接続は禁止しています。 

  

（２）タブレットの充電について 

毎日家に持ち帰り、必ず充電して学校に持ってきてください。学校で保管する場合は

充電保管庫で充電します。 

なお、学校へのモバイルバッテリーの持ち込みは禁止しています。 

 

２ 禁止事項 

（１）個人的に取得している Microsoft IDの利用について 

    個人に割り当てた ID が Microsoft ID も兼ねるため、貸し出されたタブレットに対

して個人的に取得している Microsoft IDは利用することができません。 

 

（２）アプリのインストール及び削除について 

アプリのインストールは学校全体で統一して行われます。個人でアプリをインストー

ルすることはできません（禁止となっています）。 

また、すでにインストールされているアプリを自分で削除してはいけません。 

 

（３）タブレット以外の情報機器の持ち込み・接続は禁止です。 

 

（４）学習目的以外のサイトの利用について 

学習目的以外のサイト（暴力・違法薬物・ギャンブル・ポルノ・インターネットショ

ッピング・SNS 等）を利用することはできません。サーバのログ情報を見ると「〇〇さ

んのタブレットが□時□分□秒に△△サイトにアクセスしていた」という情報がすべて

残っているので、悪質な場合は利用停止となります。 

 

（５）本校のセキュリティシステムについて 

本校では高度なネットワークセキュリティシステムを稼働し、皆さんのタブレットや

校内でのパソコン端末を不正なウィルスから守っています。これらのシステムを故意に

破壊するような行為を行ってはいけません。 

 

（６）他人の ID を不正利用することはできません 

勝手に他人の「ID・パスワード」を利用する行為は禁止します。 
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３ 制限事項 

（１）パスワード変更 

   原則、初期に設定したパスワードから変更はしません。 

 

（２）パスワード忘れ 

自分のパスワードを忘れてしまった場合には、すみやかに担任へお申し出ください。 

 

（３）タブレットの貸し借りについて 

タブレットは行田市教育委員会の持ち物です。それを各個人に貸し出しています。他

人に貸し出すことは禁止します。それによって、無用なトラブルを防ぐことができます。 

 

（４）アップデートについて 

アップデートは、自動で実行されます。画面にアップデートの指示がでたら、先生に

報告してください。 

 

（５）破損について 

タブレットは精密機械です。大切に取り扱ってください。万一破損や紛失等があった

場合には、すぐに担任へ申し出てください。行田市立小中学校情報端末使用ガイドライ

ンに従い速やかに手続きをとります。また、故意による故障、紛失等の事故の場合は、

自己負担をしていただくことになります。 

 

（６）電源について 

タブレット本体の主電源は、原則切らないでください。夜間にアップデートを設定し

ているため、常に主電源は『ＯＮ』の状態にしておいてください。 

 

（７）電子メール使用について 

このタブレットは、電子(WEB)メールは使えません。 

 

４ 情報モラルに関すること等 

（１）インターネットについて 

インターネットの使い方には十分に注意してください。他人を傷つけたり、自分が傷

つけられたりするような操作は行わないようにしてください。 

 

（２）機器依存症について 

休校等の緊急時に学校からタブレット持ち帰りの指示があった場合、ご家庭のネット

ワークへ接続して学習を行う必要があります。深夜まで操作はしない等、ご家庭で使用

の約束を決めるようにしてください。家庭での約束を守れない等、お困りの場合は、担

任へお申し出ください。その場合、保護者と相談の上、タブレットの一時預かり、強制
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的な使用制限、端末の一時的回収等を検討いたします。 

 

（３）タブレット等に貼ってあるシールをはがさないでください。 

学校から持ち帰りの指示があった場合、登校時には毎日鞄（ランドセル・通学バッグ）

に入れて学校へお持ちください。生徒全員が同一機種を使用しますので、シールに書い

てある番号で誰のタブレットなのかを把握しています。 
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タブレット紛失・故障等の対応について 

 

１ 紛失対応 

 ○タブレットを紛失したとき、緊急性が必要のため以下の対応をお願いします。 

① 電話で、保護者 → 学校（担任） → 教頭（校長） 

② 本人が担任に相談し、状況確認 

③ 担任と一緒に教頭へ、状況説明をする 

 

２ 破損対応 

 ○タブレットが破損したとき、以下の対応をお願いします。 

① 本体が担任に相談し、状況確認 

② 担任と一緒に教頭へ、状況説明をする 

③ 交換品支給（代替品の給与は時間がかかる場合があります。） 

 

３ 修理対応（キッティング） 

○タブレットが故障したとき、以下の対応をお願いします。 

① 本体が担任に相談し、状況確認 

② 担任と一緒に教頭へ、状況説明をする 

④ 交換品支給（代替品の給与は時間がかかる場合があります。） 

 

※ 紛失・破損・修理の対象となった場合、費用の請求をすることがあります。 
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〒３６１－００２２ 

行田市桜町２－１－５５ 

行田市立長野中学校  

TEL ０４８－５５４－２２４０ 

FAX ０４８－５５４－２１３６ 


